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３つの認定区分 

 

 ○１号認定（教育標準時間認定） 

  お子さんが満３歳以上で、教育を希望される場合 

  （利用先：幼稚園、認定こども園） 

 

 ○２号認定（満３歳以上・保育認定） 

  お子さんが満３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 

  （利用先：保育所、認定こども園） 

 

 ○３号認定（満３歳未満・保育認定） 

  お子さんが満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 

  （利用先：保育所、認定こども園、地域型保育） 
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